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原子力災害に係る岐阜県・市町村広域避難方針 新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

第１章 総則 

１ 本方針書の主旨 

本方針書は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、災害対策基本法（昭和 36 年法律

第 223 号）及び原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号。以下「原災法」という。）、並び

に原子力災害対策指針（令和 7 年 10 月。以下「指針」という。）に基づき策定された岐阜県地域防災計

画原子力災害対策計画（以下「地域防災計画」という。）で対象とする下図の原子力事業所（日本原子力

発電株式会社敦賀発電所及び関西電力株式会社美浜発電所）において、原子力災害が発生し、若しくは

発生するおそれがある場合に、緊急防護措置を準備する区域（以下「UPZ」という。）及び本県が実施し

た放射性物質拡散シミュレーション結果（以下「シミュレーション結果」という。）を踏まえて地域防災

計画で規定した原子力災害対策を強化する地域（原子力災害対策強化地域。以下「対策強化地域」とい

う。）において迅速に対応できるよう、屋内退避、避難（一時移転を含む。以下同じ。）、安定ヨウ素剤の

配布・服用等の防護措置に係る基本的な考え方、県や県内市町村の役割、事前に準備しておくべき内容、

並びに緊急時に実施すべき事項等を定めるものである。 

なお、指針等が改正された場合は、所要の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

１ 本方針書の主旨 

本方針書は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、災害対策基本法（昭和 36 年法律

第 223 号）及び原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号。以下「原災法」という。）、並び

に原子力災害対策指針（令和 6年 9月。以下「指針」という。）に基づき策定された岐阜県地域防災計画

原子力災害対策計画（以下「地域防災計画」という。）で対象とする下図の原子力事業所（日本原子力発

電株式会社敦賀発電所、関西電力株式会社美浜発電所及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高

速増殖原型炉もんじゅ）において、原子力災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に、緊急

防護措置を準備する区域（以下「UPZ」という。）及び本県が実施した放射性物質拡散シミュレーション

結果（以下「シミュレーション結果」という。）を踏まえて地域防災計画で規定した原子力災害対策を強

化する地域（原子力災害対策強化地域。以下「対策強化地域」という。）において迅速に対応できるよう、

屋内退避、避難（一時移転を含む。以下同じ。）、安定ヨウ素剤の配布・服用等の防護措置に係る基本的

な考え方、県や県内市町村の役割、事前に準備しておくべき内容、並びに緊急時に実施すべき事項等を

定めるものである。 

なお、指針等が改正された場合は、所要の見直しを行う。 
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改正案 現 行 改正理由 

 

２ から ３ まで 略 

４ 防護措置実施に係る判断、指示の基本的な考え方 

（１）屋内退避、避難 

    略 

＜指針に基づく避難の判断基準＞ 

 
数時間内を目途に地域を

特定し、避難等を実施 

１日内を目途に地域を特定

し、１週間程度内に一時移転

を実施 

避難の判断基準（OIL） 

（モニタリング実測値で判断） 

毎時 500μSv 

（マイクロシーベルト） 

毎時 20μSv 

（マイクロシーベルト） 

※ OIL による判断は、プルーム通過後の地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率による。 

一時移転は、基準を超過する値を計測した後、翌日も同様に超過している場合に実施する。 

    略 

  （２）及び（３） 略 

 

第２章 屋内退避 

１ 屋内退避実施に係る基本的な考え方 

  本章では、UPZ 及び対策強化地域について、指針の指標（OIL）に基づく屋内退避の実施方法等につい

て定める。 

  屋内退避は、住民が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物質の吸入抑制や放射線を遮

へいすることにより、主にプルームからの被ばくの低減を図る防護措置である。屋内退避は、UPZにおい

て、全面緊急事態に至った時点で、放射線被ばくのリスクを低減するために実施するものである。また、

PAZや UPZの一部の区域において、避難又は一時移転の実施が困難な場合の措置として行われることもあ

る。特に、病院や介護施設においては健康状態等により避難より屋内退避を優先することが必要な場合

があり、この場合は、一般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内退避

が有効である。 

 

 

２ 及び ３ 略 

 

４ 屋内退避実施後の運用 

屋内退避は、物的な面や人的支援の面での生活の維持や、屋内にとどまること等による肉体的・精神

的影響の観点から、長期にわたって継続することは難しいと考えられ、屋内退避の実施状況を踏まえて、

その継続の可否を判断することが必要となる。 

屋内退避の継続の判断は、屋内退避実施後３日目を目安として行い、それ以降は日々行うものとする。

その際、物資の不足等により生活の維持に困難を伴う場合や、プルームが長時間又は断続的に到来し屋

内退避場所への屋外大気の流入により被ばく低減効果が失われた懸念がある場合等には、国が県及び市

町村と緊密な連携を行いながら、避難への切替えを判断し、指示することになる。なお、屋内退避から

避難への切替えにより避難行動及び生活環境の変化等に伴う肉体的・精神的影響が生じるため、屋内退

避を継続することを基本とし、避難への切替えを判断するに当たっては、生活の維持が困難であること

等の判断は慎重に行うこととする。また、屋内退避の継続のためには、医療品等も含めた支援物資の供

 

２ から ３ まで 略 

４ 防護措置実施に係る判断、指示の基本的な考え方 

（１）屋内退避、避難 

    略 

＜指針に基づく避難の判断基準＞ 

 数時間内を目途に区域を

特定し、避難等を実施 

１日内を目途に区域を特定

し、１週間程度内に一時移転

を実施 

避難の判断基準（OIL） 

（モニタリング実測値で判断） 

毎時 500μSv 

（マイクロシーベルト） 

毎時 20μSv 

（マイクロシーベルト） 

※ OIL による判断は、プルーム通過後の地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率による。 

一時移転は、基準を超過する値を計測した後、翌日も同様に超過している場合に実施する。 

    略 

  （２）及び（３） 略 

 

第２章 屋内退避 

１ 屋内退避実施に係る基本的な考え方 

  本章では、UPZ 及び対策強化地域について、指針の指標（OIL）に基づく屋内退避の実施方法等につい

て定める。 

  屋内退避は、住民が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物質の吸入抑制や中性子線及

びガンマ線を遮へいすることにより被ばくの低減を図る防護措置である。屋内退避は、避難の指示等が

国等から行われるまで放射線被ばくのリスクを低減しながら待機する場合や、避難を実施すべきである

が、その実施が困難な場合、国及び地方公共団体の指示により行うものである。特に、病院や介護施設

において避難より屋内退避を優先することが必要な場合があり、この場合は、一般的に遮へい効果や建

屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内退避が有効である。 
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改正案 現 行 改正理由 

給及び医療等の人的支援の提供が重要となることに留意する必要がある。 

屋内退避を実施している住民に対しては、原子力施設の状態の見通しや緊急時モニタリングの結果等

の必要な情報を絶えず積極的に提供するものとする。また、避難すべき区域でやむを得ず屋内退避を実

施している住民等の放射線防護について留意する必要がある。 

なお、屋内退避中は、被ばくを低減するために屋内にとどまることが原則であるが、生活の維持に最

低限必要な住民等の一時的な外出や住民等の生活を支える民間事業者等の活動は、屋内退避という防護

措置の一部をなすものであり、屋内退避中にも実施できるものである。国は、原子力施設の状態等に応

じて、放射性物質が放出されるおそれが高いと判断した場合には、速やかに一時的な外出や活動を控え

て屋内退避を徹底する旨の注意喚起を行うこととする。県は、遅滞なく市町村へ共有し、住民への注意

喚起が行われるよう伝達する。 

 

５ 屋内退避の解除 

屋内退避は、主にプルームからの被ばくの低減を目的とする防護措置である。このため、原子力施設

の状態が安定して一定の要件を満たし、新たなプルームが到来する可能性がないこと及び既に放出され

たプルームが滞留していないことが確認できれば、屋内退避の必要がなくなることから、屋内退避の解

除が行われる。 

なお、その際、緊急時モニタリングの結果に応じて、OIL1又は OIL2を超える地域があれば、避難や一

時移転等の防護措置を講ずることとなる。 

 

６ 複合災害時の対応 

  略 

 

第３章 略 

 

第４章 安定ヨウ素剤の配布・服用 

１ 略 

２ 緊急時実施事項 

（１）県の対応 

安定ヨウ素剤の服用に当たっては、被災市町村が選定した公共施設等において、指針及び「安定ヨ

ウ素剤の配布・服用に当たって」（令和６年 12 月。原子力規制庁）並びに「県原子力災害医療マニュ

アル」（平成 31年３月）を踏まえ、医療従事者の立会いのもとで住民に配布を行い、服用を指示する。 

 

（２） 略 

 

第５章 避難所の開設・運営等 

原子力災害時における避難所の開設・運営については、「岐阜県避難所運営ガイドライン」（令和７年

３月）によるほか、以下の事項に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 複合災害時の対応 

  略 

 

第３章 略 

 

第４章 安定ヨウ素剤の配布・服用 

１ 略 

２ 緊急時実施事項 

（１）県の対応 

安定ヨウ素剤の服用に当たっては、被災市町村が選定した公共施設等において、指針及び「安定ヨ

ウ素剤の配布・服用に当たって」（令和 3年 7月。原子力規制庁）並びに「県原子力災害医療マニュア

ル」（平成 31年３月）を踏まえ、医療従事者の立会いのもとで住民に配布を行い、服用を指示する。 

 

（２） 略 

 

第５章 避難所の開設・運営等 

原子力災害時における避難所の開設・運営については、「岐阜県避難所運営ガイドライン」（令和６年

３月）によるほか、以下の事項に留意する。 
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改正案 現 行 改正理由 

 

１ 略 

２ 避難長期化への対応 

国、県及び被災市町村は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、可能な限り早い段階から応急仮

設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空き家、並びに旅館、ホテル等利用可能な既存住宅

のあっせん及び活用等、避難先の確保に向けた検討を開始し、可能な限り早期に移転できるよう努める

ものとする。 

 

【資料編】  

＜避難先市町村＞ 

 略 

【参考：想定避難者数】（令和７年 3 月 31 日時点の住民基本台帳に基づく） 

揖斐川町（旧藤橋村・旧坂内村の一部）297 人、関ケ原町の一部 939 人、大垣市（旧大垣市の一部）

87,954 人 合計：８９，１９０人 

 

＜基本となる避難ルート＞  

 略 

揖斐川町 国道３０３号→国道４１７号→県道２６１号→県道５３号→大野神戸ＩＣ→美濃

ＩＣ→県道９４号→国道１５６号→美濃市 

 

略 

大垣市 略 

⇒美濃加茂ＩＣ→国道４１号→国道４１８号→八百津町 

略 

略 

 ※実際のルートは、避難時の交通状況等を勘案し決定 

 

１ 略 

２ 避難長期化への対応 

国、県及び被災市町村は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、可能な限り早い段階から応急仮

設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空き家、並びに旅館、ホテル等利用可能な既存住宅

のあっせん及び活用等、二次避難先の確保に向けた検討を開始し、可能な限り早期に移転できるよう努

めるものとする。 

 

【資料編】  

＜避難先市町村＞ 

 略 

【参考：想定避難者数】（令和５年 3 月 31 日時点の住民基本台帳に基づく） 

揖斐川町（旧藤橋村・旧坂内村の一部）342 人、関ケ原町の一部 997 人、大垣市（旧大垣市の一部）

89,082 人 合計：９０，４２１人 

 

＜基本となる避難ルート＞ 

  略 

揖斐川町 国道３０３号→県道２６６号→県道２６５号→県道７８号→県道１６７号→県道

７９号→国道２５６号→東海環状自動車道山県ＩＣ→東海北陸自動車道美濃ＩＣ

→県道９４号→国道１５６号→美濃市【本巣市・山県市経由】 

略 

大垣市 略 

⇒美濃加茂ＩＣ→国道４１号→県道４１８号→八百津町 

略 

略 

 ※実際のルートは、避難時の交通状況等を勘案し決定 
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